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【今後の認証評価の実施方法等の検討】

平成23年度から始まる大学機関別認証評価第２サイクルの大学評価基準作成について，受審校

や評価者に対して行ったアンケート調査の検証結果等を踏まえ作業を開始した。

平成23年度から始まる短期大学機関別認証評価第２サイクルの短期大学評価基準作成につい

て，受審校や評価者に対して行ったアンケート調査の検証結果等を踏まえ作業を開始した。

受審校や評価者に対して行ったアンケート調査の検証結果等を踏まえ,平成23年度から始まる

高等専門学校機関別認証評価第２サイクルの新評価基準案を作成後,平成21年11月20日から12月2

4日の期間でパブリックコメントを実施して広く意見を募り,新評価基準を確定した。

参考図表等

○ 平成20年度に実施した大学機関別認証評価及び短期大学機関別認証評価に関する検証結果報

告書,平成20年度に実施した高等専門学校機関別認証評価に関する検証結果報告書

http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/jouhou/1181796_989.html

○ 平成20年度に実施した大学機関別認証評価及び短期大学機関別認証評価に関する検証結果報

告書,平成20年度に実施した高等専門学校機関別認証評価に関する検証結果報告書
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

６ 認証評価

（２） 専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

① 評価体制の整備等

法科大学院の教育研究活動の状況に関する評価について，大学からの評価の申請

状況に応じた評価体制を整え，評価の実施に必要な評価者を確保する。

この他，適宜評価体制等の見直しを図るとともに，評価担当者の研修を適切に実

施する。

実施状況

【評価体制の整備等】

評価を実施するため，法科大学院認証評価委員会の下に，委員及び専門委員で構成される評価

部会２部会（委員２人，専門委員17人）を設置したほか，各評価部会間の評価内容等を調整する

ため，運営連絡会議（委員13人，専門委員４人）を設置した。また，対象法科大学院の授業科目

の内容と担当教員の教育研究業績等の適合性について調査・分析等を実施する教員組織調査専門

部会１部会（委員７人，専門委員６人）を設置するとともに，評価結果（案）に対する対象法科

大学院からの意見の申立てのうち，適格と認定されない評価結果（案）に対する意見の申立ての

審査を行う意見申立審査専門部会１部会（専門委員４人）を設置した。

また，平成19，20年度の評価において適格認定を受けられなかった法科大学院の追評価を行う

追評価専門部会２部会（委員２人，専門委員17人 ，平成19，20年度の評価を受けた法科大学院）

を置く大学から提出された法科大学院年次報告書及び評価実施後の変更届の分析・調査を行う年

次報告書等専門部会３部会（委員３人，専門委員24人）を設置した。

専門委員については，国公私立大学，法曹三者及び関係団体に対して広く推薦を求め，専門委

員32人を選考した。

次の評価期間における法科大学院認証評価の実施に向け，平成21年３月に法科大学院認証評価

検討ワーキンググループを設置し，評価基準，評価方法（適格認定の実施方法を含む ，評価。）

体制等に関する事項について検討を行い 平成22年３月 法科大学院認証評価委員会において 法， ， 「

科大学院評価基準要綱（案 」としてとりまとめ，意見公募手続（パブリックコメント）を行っ）

た。

【評価担当者の研修】

評価担当者が共通理解の下で公正，適切かつ円滑にその職務を遂行できるよう，平成21年５月

に教員組織調査担当者に対する研修を，平成21年６月に法科大学院認証評価に係る評価担当者に

対する研修をそれぞれ実施した。

評価担当者に対する研修では 「自己評価書（イメージ 」や「書面調査票記入例」等を用い， ）

て，実際の評価をシミュレーションするなどの工夫を取り入れ，活発な質疑応答や意見交換等を

通じて評価担当者としての共通認識を深めることができた。
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参考図表等

○ 法科大学院認証評価委員会委員名簿（平成22年３月現在 （◎委員長，○副委員長））

氏 名 現 職 氏 名 現 職

青 山 善 充 明治大学法科大学院長 龍 岡 資 晃 学習院大学教授

磯 部 力 立教大学教授 ○田 中 成 明 関西学院大学教授

磯 村 保 神戸大学教授 ダニエル・フット 東京大学教授

東京大学大学院法学政治 塚 原 英 治 東京南部法律事務所弁護士
井 上 正 仁

永 井 和 之 中央大学総長・学長学研究科長・法学部長

上 田 廣 一 上田廣一法律事務所弁護士 中 森 喜 彦 近畿大学教授

岡 田 ヒロミ 日本サービス・流通労働消費生活専門相談員
南 雲 光 男

加 藤 哲 夫 早稲田大学教授 組合連合顧問

久保井 一 匡 久保井総合法律事務所弁護士 長谷部 恭 男 東京大学教授

◎佐々木 毅 学習院大学教授 松 尾 龍 彦 司法評論家

法務省法務総合研究所総 三 井 誠 同志社大学教授
渋 谷 卓 司

務企画部付 京都大学教授村 中 孝 史

瀧 澤 泉 司法研修所教官 諸 石 光 煕 大江橋法律事務所弁護士

滝 澤 正 上智大学教授 安 永 正 昭 近畿大学教授

桜美林大学大学院大学アド 山 本 和 彦 一橋大学教授
舘 昭

ミニストレーション研究科長 吉 本 高 志 大学入試センター理事長

○ 法科大学院認証評価委員会運営連絡会議委員名簿（平成22年３月現在）

【委員】 （◎主査，○副主査）

氏 名 現 職 氏 名 現 職

磯 部 力 立教大学教授 ◎田 中 成 明 関西学院大学教授

磯 村 保 神戸大学教授 中 森 喜 彦 近畿大学教授

東京大学大学院法学政治 長谷部 恭 男 東京大学教授
○井 上 正 仁

学研究科長・法学部長 三 井 誠 同志社大学教授

加 藤 哲 夫 早稲田大学教授 村 中 孝 史 京都大学教授

滝 澤 正 上智大学教授 安 永 正 昭 近畿大学教授

和 彦 一橋大学教授
舘 昭

桜美林大学大学院大学アド 山 本

ミニストレーション研究科長

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

棚 村 政 行 早稲田大学教授 中 川 丈 久 神戸大学教授

土 井 真 一 京都大学教授 深 田 三 徳 同志社大学教授
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○ 法科大学院認証評価委員会評価部会委員名簿（平成22年３月現在）

（◎部会長，○副部会長）

（第１部会）

【委員】

氏 名 現 職

岡 田 ヒロミ 消費生活専門相談員

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

天 野 佳 洋 京都大学教授 広島総合法律会計事務所
武 井 康 年

奥 岡 直 子 愛知大学教授 弁護士

岸 日出夫 司法研修所教官 浜 川 清 法政大学教授

小 林 量 名古屋大学教授 ◎山 中 至 熊本大学教授

酒 巻 匡 京都大学教授 ○吉 田 克 己 北海道大学教授

（第２部会）

【委員】

氏 名 現 職

◎滝 澤 正 上智大学教授

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

大 塚 浩 之 読売新聞東京本社論説委員 嶋 津 格 千葉大学理事

坂 本 順 彦 甲南大学教授 德 田 和 幸 同志社大学教授

○潮 見 佳 男 京都大学法科大学院長 長 井 長 信 北海道大学教授

立教大学大学院法務研究 宮 城 哲 当山法律事務所弁護士
渋 谷 秀 樹

科委員長

○ 法科大学院認証評価委員会追評価専門部会委員名簿（平成22年３月現在）

（◎部会長，○副部会長）

（第１部会）

【委員】

氏 名 現 職

岡 田 ヒロミ 消費生活専門相談員

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

天 野 佳 洋 京都大学教授 広島総合法律会計事務所
武 井 康 年

奥 岡 直 子 愛知大学教授 弁護士

岸 日出夫 司法研修所教官 浜 川 清 法政大学教授

小 林 量 名古屋大学教授 ◎山 中 至 熊本大学教授

酒 巻 匡 京都大学教授 ○吉 田 克 己 北海道大学教授
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（第２部会）

【委員】

氏 名 現 職

◎滝 澤 正 上智大学教授

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

大 塚 浩 之 読売新聞東京本社論説委員 嶋 津 格 千葉大学理事

坂 本 順 彦 甲南大学教授 德 田 和 幸 同志社大学教授

○潮 見 佳 男 京都大学法科大学院長 長 井 長 信 北海道大学教授

当山法律事務所弁護士
渋 谷 秀 樹

立教大学大学院法務研究 宮 城 哲

科委員長

○ 法科大学院認証評価委員会教員組織調査専門部会委員名簿（平成22年３月現在）

（◎部会長，○副部会長）

【委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

磯 部 力 立教大学教授 田 中 成 明 関西学院大学教授

○磯 村 保 神戸大学教授 中 森 喜 彦 近畿大学教授

法務省法務総合研究所総 ◎三 井 誠 同志社大学教授
渋 谷 卓 司

務企画部付 一橋大学教授山 本 和 彦

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

司法研修所教官 学習院大学大学院法務研奥 田 正 昭
野 坂 泰 司

小 林 哲 也 小林総合法律事務所弁護士 究科長

平 覚 大阪市立大学教授 山 川 隆 一 慶應義塾大学教授

吉 原 和 志 東北大学教授

○ 法科大学院認証評価委員会意見申立審査専門部会委員名簿（平成22年３月現在）

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

石 川 敏 行 中央大学教授 外立総合法律事務所所長
外 立 憲 治

曽 根 威 彦 早稲田大学教授 弁護士

永 田 眞三郎 関西大学教授
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○ 法科大学院認証評価委員会年次報告書等専門部会委員名簿（平成22年３月現在）

（◎部会長，○副部会長）

（第１部会）

【委員】

氏 名 現 職

村 中 孝 史 京都大学教授

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

川 瀨 雅 彦 創価大学教授 松 本 恒 雄 一橋大学法科大学院長

○木 村 光 江 首都大学東京教授 丸 山 秀 平 中央大学教授

南山大学大学院法務研究鈴 木 俊 鈴木俊法律事務所弁護士
◎丸 山 雅 夫

香川大学大学院連合法務 科長
中 山 充

研究科長 安 本 典 夫 名城大学教授

（第２部会）

【委員】

氏 名 現 職

龍 岡 資 晃 学習院大学教授

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

淺 香 吉 幹 東京大学教授 北 原 一 夫 慶應義塾大学教授

春 日 偉知郎 慶應義塾大学教授 ○田 中 教 雄 九州大学教授

シティユーワ法律事務所 学習院大学大学院法務研
片 山 典 之 ◎野 坂 泰 司

弁護士 究科長

川 上 拓 一 早稲田大学教授 堀 内 捷 三 中央大学教授

（第３部会）

【委員】

氏 名 現 職

磯 部 力 立教大学教授

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

○大 塚 裕 史 神戸大学教授 田 中 知 子 上智大学教授

東京リベルテ法律事務所 古 江 賴 隆 同志社大学教授
笠 井 治

弁護士 吉 原 和 志 東北大学教授

小 粥 太 郎 東北大学教授 ◎亘 理 格 北海道大学教授

泉 水 文 雄 神戸大学教授
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○ 法科大学院認証評価検討ワーキンググループ委員名簿（平成22年３月現在）

【委員】 （◎主査，○主査代理）

氏 名 現 職 氏 名 現 職

磯 部 力 立教大学教授 ◎三 井 誠 同志社大学教授

磯 村 保 神戸大学教授 ○山 本 和 彦 一橋大学教授

長谷部 恭 男 東京大学教授

【専門委員】

氏 名 現 職 氏 名 現 職

棚 村 政 行 早稲田大学教授 中 川 丈 久 神戸大学教授

土 井 真 一 京都大学教授
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

６ 認証評価

（２） 専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

② 評価の実施

申請を受け付けた大学の法科大学院について，評価を適切に実施し，評価報告書

を当該法科大学院を置く大学に提供し，並びに公表する。

実施状況

以下のとおり３法科大学院の本評価及び３法科大学院の追評価を実施した。

【本評価】

① 書面調査の実施（平成21年９月まで）

本評価では，評価部会において，対象法科大学院を置く３大学から提出された自己評価書及

びその根拠資料・データ等について，10章54基準で構成される評価基準に適合しているかどう

かの判断を中心とした分析を行った。なお，教員組織に関する評価をより適切なものとするた

め，教員組織調査専門部会による教員の授業科目適合性の調査を行った。

これらの分析結果を踏まえ，分析結果の整理及び訪問調査の調査内容の検討等を行った。

② 訪問調査の実施（平成21年10月から12月まで）

本評価では，書面調査の結果を踏まえ，評価部会の委員・専門委員が，書面調査で確認でき

なかった事項等を中心として，各対象法科大学院ごとに法科大学院関係者との面談，教育現場

の視察及び学習環境等の状況調査を実施した。

③ 評価結果の審議等（平成22年３月まで）

書面調査及び訪問調査の結果を基に，評価部会，運営連絡会議及び法科大学院認証評価委員

会において審議を行い，評価結果（案）をとりまとめた上で，平成22年１月に各対象法科大学

院を置く大学に通知し，意見の申立ての機会を設けた。その後，対象法科大学院を置くすべて

の大学から意見の申立てがない旨の回答があったことを踏まえ，平成22年３月開催の法科大学

院認証評価委員会において評価結果を確定した。

④ 評価結果の通知，公表

法科大学院評価基準に適合していると認められた場合には適格認定を行い，平成22年３月29

日付けで各対象法科大学院を置く大学に対して，当該法科大学院の評価結果を通知した。平成

21年度に評価対象となった３法科大学院のうち２法科大学院が適格と認定された。また，評価

結果を「平成21年度法科大学院認証評価実施結果報告」としてとりまとめ，ウェブサイトに掲

載した。

【追評価】

① 書面調査の実施（平成21年９月まで）

追評価では，追評価専門部会において，平成19，20年度の本評価において適格認定を受けら

れなかった法科大学院を置く大学のうち，３大学から提出された自己評価書及びその根拠資料

・データ等について，本評価時に満たしていないと判断した基準を満たしているかどうかの判
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断を中心とした分析を行った。

② 評価結果の審議等（平成22年３月まで）

書面調査の結果を基に，追評価専門部会，運営連絡会議及び法科大学院認証評価委員会にお

いて審議を行い，評価結果（案）をとりまとめた上で，平成22年１月に各対象法科大学院を置

く大学に通知し，意見の申立ての機会を設けた。その後，対象法科大学院を置くすべての大学

から意見の申立てがない旨の回答があったことを踏まえ，平成22年３月開催の法科大学院認証

評価委員会において評価結果を確定した。

③ 評価結果の通知，公表

３法科大学院すべてに対して先の評価と併せて適格認定を行い，平成22年３月29日付けで各

対象法科大学院を置く大学に対して，当該法科大学院の評価結果を通知した。また，評価結果

を「平成21年度法科大学院認証評価実施結果報告」としてとりまとめ，ウェブサイトに掲載し

た。

【年次報告書等の分析・調査】

① 書面調査の実施（平成21年８月まで）

平成19，20年度の評価において適格認定を受けた法科大学院を置く大学から提出された法科

大学院年次報告書及び平成19，20年度に評価を受けた法科大学院を置く大学から届出のあった

評価実施後の変更届について，年次報告書等専門部会において教育課程又は教員組織に係る重

要な変更に対する評価結果への付記事項があるかどうかの判断を中心とした分析を行った。

② 評価結果への付記事項の確定・公表（平成22年３月まで）

， （ ） ，書面調査を経て 法科大学院認証評価委員会において評価結果への付記事項 案 を決定し

それに対する当該法科大学院を置く大学の意見を聴いた上で，法科大学院認証評価委員会にお

いて評価結果への付記事項を確定し，当該法科大学院を置く大学に対して評価結果への付記事

項を通知した。また，評価結果への付記事項については 「教育課程又は教員組織に係る重要，

な変更に対する評価結果への付記事項」としてウェブサイトに掲載した。

参考図表等

【各委員会等開催状況】
○ 法科大学院認証評価委員会

第１回 平成21年６月18日
・専門委員選考委員会の編成，評価部会等の編成，法科大学院評価基準等について審議・

決定
第２回 平成21年９月24日
・平成20年度意見申立審査専門部会に係る専門委員の選考，書面調査による分析結果（本

評価 ，書面調査による分析結果（追評価 ，年次報告書等の調査結果，法科大学院評） ）
価基準等について審議・決定

第３回 平成22年１月28日
・評価報告書原案（本評価 ，評価報告書原案（追評価 ，教育課程又は教員組織に係る） ）

重要な変更に対する評価結果への付記事項，平成22年度各専門部会の編成，法科大学院
評価基準等について審議・決定

第４回 平成22年３月18日
・評価結果，専門委員の選考，法科大学院評価基準等について審議・決定
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○ 法科大学院認証評価委員会運営連絡会議
第１回 平成21年６月18日
・評価部会等の編成，法科大学院評価基準等について審議
第２回 平成21年９月24日
・書面調査による分析結果（本評価 ，書面調査による分析結果（追評価 ，年次報告書） ）

等の調査結果，法科大学院評価基準等について審議
第３回 平成22年１月28日
・評価報告書原案（本評価 ，評価報告書原案（追評価 ，教育課程又は教員組織に係る） ）

重要な変更に対する評価結果への付記事項，平成22年度各専門部会等の編成，法科大学
院評価基準等について審議

第４回 平成22年３月18日
・評価結果，法科大学院評価基準等について審議

○ 法科大学院認証評価委員会評価部会
第１回 平成21年６月24日
・部会長等の決定，担当法科大学院の分担の決定，書面調査の基本的な進め方の確認等
第２回（第１部会） 平成21年８月18日

（第２部会） 平成21年８月20日
・基準ごとの分析，判断の検討等
第３回（第１部会） 平成21年９月８日

（第２部会） 平成21年９月11日
・訪問調査スケジュール，書面調査による分析結果等について審議
第４回（第１部会） 平成21年12月24日

（第２部会） 平成21年12月25日
・評価報告書原案等について審議

○ 法科大学院認証評価委員会追評価専門部会
第１回（第１部会） 平成21年９月８日

（第２部会） 平成21年９月11日
・部会長等の決定，書面調査による分析結果等について審議
第２回（第１部会） 平成21年12月24日

（第２部会） 平成21年12月25日
・評価報告書原案等について審議

○ 法科大学院認証評価委員会教員組織調査専門部会
第１回 平成21年８月10日
・部会長等の決定，教員の授業科目適合性の調査

○ 法科大学院認証評価委員会年次報告書等専門部会
第１回（第１部会） 平成21年８月21日

（第２部会） 平成21年８月19日
（第３部会） 平成21年８月21日

・部会長等の決定，教育課程又は教員組織の重要な変更に係る評価結果への付記について
審議

○ 法科大学院認証評価検討ワーキンググループ
第１回 平成21年６月２日
・主査等の決定，法科大学院認証評価の検討
第２回 平成21年８月４日
・評価基準の構成等の検討
第３回 平成21年９月15日
・基準及び解釈指針の改正の検討
第４回 平成21年11月17日
・ Ⅰ 総則 「Ⅲ 評価の組織と方法等 ，基準及び解釈指針の改正等の検討「 」， 」
第５回 平成22年１月７日
・ Ⅰ 総則 「Ⅲ 評価の組織と方法等 ，基準及び解釈指針の改正等の検討「 」， 」
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【評価の実施状況】
○ 評価対象法科大学院（ 本評価】国立３校 【追評価】３校（国立１校，私立２校 ）【 ， ）

【本評価】
（国立） ・ 筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻

・ 信州大学大学院法曹法務研究科法曹法務専攻
・ 静岡大学大学院法務研究科法務専攻

【追評価】
（国立） ・ 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務専攻
（私立） ・ 同志社大学大学院司法研究科法務専攻

・ 神戸学院大学大学院実務法学研究科実務法学専攻

○ 評価結果を刊行物としてとりまとめた実施結果報告〔法科大学院]

○ 平成21年度に実施した法科大学院認証評価評価結果について
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_21/index.html
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

６ 認証評価

（２） 専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

③ 評価の受付

平成２２年度に実施する評価について，法科大学院を置く各大学から評価の申請

を受け付ける。

実施状況

平成22年度に実施する評価の申請を受け付けるため，平成21年７月27日付けで依頼文書「平成

22年度に実施する大学機関別認証評価，選択的評価事項に係る評価及び法科大学院認証評価（本

評価）の申請手続について」及び「平成22年度に実施する法科大学院認証評価（本評価）の申請

手続について」をすべての法科大学院を置く大学に送付した。

平成22年度に実施する法科大学院認証評価（追評価）については，平成22年３月に「平成22年

度に実施する法科大学院認証評価（追評価）の申請手続について」を対象となる法科大学院を置

く１大学に送付した。

評価の申請の受付に先立って，法科大学院を置く各国公私立大学に対し，認証評価の実施予定

年度等についての意向調査を実施した。
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

６ 認証評価

（２） 専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

④ 評価結果の検証等

平成２０年度に評価を実施した法科大学院に対し，評価結果が実際の教育研究活

動等の改善に結びついているか等，評価の有効性，適切性について多面的な検証を

実施する。また，今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行う。

実施状況

【認証評価の検証】

平成20年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証を実施するため，機構内に評価研究部

及び評価事業部で検討グループを組織し，検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート調

査の内容を整理・分析し，検証結果のとりまとめを行った。

また，把握された課題については，可能なものから改善を図っていくことが必要であることか

ら，平成21年度においても，検証結果をとりまとめる過程での情報を評価実施担当者等にフィー

ドバックすることにより，説明会，研修会の説明内容を充実するなどの活用を行った。

検証の実施にあたっては，受審校及び評価担当者に対し選択式回答（５段階）及び自由記述か

らなるアンケート調査を行い，その内容を基に分析することとした。

アンケート調査の結果から，評価基準等の構成・内容が「質の保証 「改善の促進 「社会か」 」

らの理解と支持」という評価の３つの目的に照らして概ね適切であることが確認され，書面調査

・訪問調査の実施内容及び評価書の内容が適切であったこと，評価実施校が自己評価を行ったこ

とや機構の評価を受けたことが，評価実施校の課題把握や教育研究の改善，質の保証，個性の伸

張に一定の効果・影響を及ぼしていることが確認された。

【今後の認証評価の実施方法等の検討】

評価に係る評価実施校や評価担当者の負担は改善が図られつつあると認識されている一方で，

引き続き効率的な作業が行えるよう負担の軽減を図っていくことが望まれている。また，認証評

価制度等についての社会的認知度を高め，社会からの理解，支援を得ていくためにも，評価の公

表方法等を総合的に検討していくことが望まれているなどの課題点が明らかとなった。

検証結果については，平成22年１月に「平成20年度に実施した法科大学院認証評価に関する検

証結果報告書」としてとりまとめ，ウェブサイトに掲載するとともに，受審校及び評価担当者に

送付した。

平成21年度に実施した法科大学院認証評価について検証を実施するため，平成21年12月25日付

けで評価担当者に，平成22年３月30日付けで受審校に対してアンケート調査票を送付した。

平成17年度から20年度の検証の経年データについて集計し，基礎資料を作成した。
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参考図表等

○ 平成20年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証結果報告書

http://www niad ac jp/n_hyouka/jouhou/ _ html. . . 1181796 989.

○ 平成20年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証結果報告書
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

７ その他上記の業務に附帯する業務

（１） 評価文化の定着と評価に携わる人材の育成

① 国内の評価機関等との連絡協議会を開催し，評価事業の円滑な実施に向けた連絡

調整や，具体的な連携・協力の方策について検討を行う。

実施状況

【国内の評価機関等との連絡協議会の開催】

各認証評価機関の評価事業の円滑な実施等に資することを目的として，機構が関係機関に対し

働きかけ，大学基準協会，短期大学基準協会，日本高等教育評価機構との４機関で「機関別認証

評価制度に関する連絡会」を平成16年６月16日に設け，平成21年度は各機関の持ち回りにより４

回（平成21年４月13日，７月２日，10月７日，平成22年１月19日）に開催した。連絡会では，評

価事業の円滑な実施に向けた連絡調整や，各機関が実施している評価についての情報収集及び提

供，協力して取り組むべき課題等に関して検討を行った。

【連携・協力の具体的な取組】

認証評価機関間の具体的な連携に関し，機構の提案により同連絡会の下でワーキング・グルー

プを立ち上げ３回（平成21年６月１日，６月24日，７月30日）開催し，具体的方策の検討を開始

した。具体策として平成21年４月22日に「平成21年度機構職員評価事業研修」を他の認証評価機

関の職員等も対象とし，他機関から21人の参加を得て実施した。他機関を含めた評価担当者の資

質の向上に努めるとともに，各機関の情報共有，情報交流の場を設けた。

また，平成21年９月９日に「機関別認証評価における設置基準に関する研修会・勉強会」を機

構の主導の下，大学基準協会，短期大学基準協会，日本高等教育評価機構と合同で開催し，文部

科学省高等教育局大学振興課から講師を招へいし，設置基準等について理解を深めるとともに各

機関での情報共有を図った。
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参考図表等

○ 平成21年度機構職員評価事業研修の様子

○ 機関別認証評価における設置基準に関する研修会の様子
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○ 機関別認証評価における設置基準に関する勉強会の様子
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

７ その他上記の業務に附帯する業務

（１） 評価文化の定着と評価に携わる人材の育成

② 大学等の評価関係者等の育成を図るため，大学等の評価関係者等に対する研修等

を行う。

実施状況

大学等の自己評価担当者に対し，評価に対する理解を深め，評価業務の円滑な実施に資するこ

とを目的として，大学機関別認証評価，短期大学機関別認証評価及び高等専門学校機関別認証評

価のそれぞれについて，自己評価担当者に対する研修会を開催した。

，「 」平成21年８月３日に 内部質保証システムの充実をめざしたアカデミック・リソースの活用

と題した大学評価フォーラムを東京で開催した。教員の活動の提示・把握ツールとしての１つの

取組であるアカデミック・ポートフォリオを紹介するとともに 「アカデミック・リソースの把，

握・分析と内部質保証システムの充実」と題したパネルディスカッションを実施し，活発な意見

交換を行った。また翌８月４日には，教員を対象にアカデミック・ポートフォリオを題材とした

ワークショップを開催した。

参考図表等

○ 大学評価フォーラムの様子
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

７ その他上記の業務に附帯する業務

（２）国際的な質保証に関する活動

国際的な質保証ネットワーク及び国際機関等の行う会議等に積極的に参加すると

ともに，海外の質保証機関等と質保証に関する連携協力による活動を行う。

実施状況

【高等教育の質保証に関する国際会議等への参加状況】

国際的な高等教育質保証に関する議論が活発化するなか，機構では，国際的ネットワークとし

てアジア太平洋質保証地域ネットワーク（ ）の主催会議をAPQN:Asia-Pacific Quality Network
はじめ，国際的な高等教育の質保証に関する会議に参加し，各国・地域の質保証の動向や取組に

関する情報交換や議論を行った。

特に，国際的な質保証の重要課題である，国境や言語の壁を越えた連携協力を推進するための

諸外国の高等教育制度・質保証制度等に関する相互理解の増進に向けた取組を進めるなかで，平

QAA:Quality Assurance成22年３月に機構の覚書締結機関である英国高等教育質保証機構（

Agency for Higher Education HEEC:Higher）及び中国教育部高等教育教学評価センター（

）との共催で「インフォメーショEducation Evaluation Center of the Ministry of Education
ン・パッケージに関する国際ワークショップ」を開催した。 年次総会と併催したため，APQN
アジア太平洋地域を中心に19か国・地域及び３国際機関より総勢77人の参加があり，高等教育の

国際的な質保証にかかる相互理解の重要性と情報共有の方策について，国際連合教育科学文化機

関（ ： ， ）からのUNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
QAA HEEC APQN APQN基調講演と 機構 からの事例発表を交えながら 議論を深めた また， ， ， ， ， 。

年次総会の分科会において同ワークショップの成果発表を行い，情報収集のみならず国外に向け

て機構の取組事例を積極的に発信した。この取組に対して，国境を越えた質保証システムの相互

理解促進に資する優れた先行事例とのコメントが寄せられるなど，諸外国の質保証機関等から高

い評価を得ている。

機構の評価等に関する取組の積極的な発信という観点から，高等教育機関の国際的ネットワー

（ ）ク INQAAHE:International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
が運営するグッドプラクティス・データベースを通じて「高等教育に関する質保証関係用語集」

に関する取組を諸外国に向けて幅広く発信した。

（その他の国際会議等への参加状況）

・平成21年10月21日～24日 （ ）The Observatory on Borderless Higher Education OBHE
2009 （マレーシア） 機構から３人参加Global Forum

CHEA Annual Conference and National Accreditation・平成22年１月25日～28日 2010

， （アメリカ） 機構から５人参加Forum International Seminar
（ ）・平成22年３月３日～５日 2010 タイAPQN Conference and Annual General Meeting

機構から12人参加
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【日中韓質保証機関協議会】

平成21年10月に日中韓首脳サミットで質の保証を伴った大学間交流を促進するとの共同声明を

受け，機構として中国及び韓国との間で質保証分野での連携強化を図るべく，中国教育部高等教

HEEC KCUE:Korean Council for University育教学評価センター 及び韓国大学教育協議会（ ） （

）に対し，３機関による連携協力体制の構築を呼びかけた。具体の取組として，文部Education
科学省，中国教育部，及び韓国教育科学技術部の支援の下，平成22年３月４日，タイ・バンコク

にて第１回の３機関の会合を開催し，ここに「日中韓質保証機関協議会」が発足した。協議会を

定期開催すること，評価に関する共同プロジェクトの実施についても合意が図られ，平成22年度

も日中韓３国の質の伴った大学間交流の支援に向け，３国間にて質保証制度の相互理解と連携協

力のあり方について協議を進めることとしている。

【英国の質保証機関等との連携】

高等教育の質保証機関等における国境を越えた連携協力の重要性が高まる中，機構では，英国

高等教育質保証機構（ ）との間で覚書に基づく具体的な協力活動を実施し，日英間の評価QAA
・質保証分野の連携協力関係を深化させた。平成21年度は 会長の交代に伴い機構長と新会QAA
長との間で今後の連携方策についての会談を行うなど，質保証に関する相互情報発信と相互理解

のさらなる深化に努めた。

【中国の質保証機関等との連携】

中国教育部高等教育教学評価センター（ ）との間で日中韓質保証機関連携をはじめ，機HEEC
。構と との間の覚書に基づく協力プロジェクトの実施や連携協力の方針等の協議を行ったHEEC

具体的には 主任と機構長との会談を行うなど，質保証に関する情報発信と相互理解のさHEEC
らなる深化に努めた。また においても機構の高等教育質保証用語集に倣った中英版質保HEEC
証用語集を作成し機構からもコメントを出すなど積極的な相互理解と連携に努めた。さらに，中

CDGDC:China Academic Degrees and Graduate国教育部学位・大学院教育発展センター（

）との間でも覚書の締結を視野に入れた連携方策の協議を進めEducation Development Center
た。

【韓国の質保証機関等との連携】

日中韓質保証機関連携のパートナーである韓国大学教育協議会（ ）を中心に連携を進KCUE
。 ，めた 平成21年11月の 主催の質保証講演会にて日本の評価制度等について紹介したほかKCUE

連携のベースとなる相互理解に努めるため，双方の質保証制度等について継続的に情報交換をす

ることとした。

【オランダの質保証機関等との連携】

NVAO:Accreditation Organisation ofオランダ・フランダースアクレディテーション機構（

the Netherlands and Flanders Nuffic:Netherlands）及びオランダ高等教育国際協力機構（

）の２機関を通し，評価・質Organization for International Cooperation in Higher Education
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保証や学位認証に関する情報交換を行った。両機関とは連携協力のための覚書を平成22年度中に

締結することで合意し，さらに平成22年６月の機構主催事業「日本・欧州質保証セミナー」に両

機関より専門家を招へいすることで合意を得た。また，質保証に関して先進的な取組を実施して

いる同国とは 「国際的な大学連携プログラムの質保証に関する調査研究」における や， NVAO
大学への訪問調査等を通じて，質保証に関する知見を得るとともに，協力・交流関係を築いた。

【オーストラリアの質保証機関等との連携】

平成22年度から高等教育改革の流れに伴い，これまで質保証機関としての役割を果たしていた

オーストラリア大学質保証機構（ ）を廃止しオAUQA:Australian Universities Quality Agency
TEQSA:Tertiary Education Quality and Standardsーストラリア高等教育質・基準機構（

）が設立され質保証への取組が連邦政府主導へ変わることとされていることから，平成2Agency
1年度は同国の質保証に関する最新の動向について調査及び情報収集を行った。具体的には平成2

1年10月にオーストラリア政府教育・雇用・職場関係省（ ，DEEWR:Department of Education
）を訪問し， の設置をはじめとする質保証改Employment and Workpalace Relations TEQSA

革についての情報収集・意見交換を行うとともに，州政府機関・大学等も訪問し，本改革に関し

て各関係者の取組・反応等について聴取した。 とは，合わせて将来的に と覚DEEWR TEQSA
書を締結することについても協議するなど同国との連携強化に努めた。また同国の各大学に対し

「国際的な大学連携プログラムの質保証に関する調査研究」のアンケート調査を実施し情報収集

を行った。

【香港の質保証機関等との連携】

学術・職業・生涯学習等のための質保証の枠組を政府レベルで立ち上げるなど質保証に関し先

HKCAAVQ進的な取組を行っていることを踏まえ 平成21年８月に香港学術及職業資歴評審局， （

： ）を訪問Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications
。 ，し情報収集・意見交換等を行った とは連携のための覚書を締結することで合意しHKCAAVQ

平成22年３月18日に調印した。今後日中韓及び東アジアとの連携強化が一層進んで行くことを考

慮の上，引き続き との連携協力関係も図っていくこととした。HKCAAVQ

【その他の質保証機関等との連携】

国際会議等の場を通じて当該国同士の高等教育質保証に関する情報交換等を行った。また，機

構への来訪・面会を通じて諸外国の高等教育関係者との交流を図った。

（諸外国の高等教育関係者の機構への来訪状況）

・平成21年７月14日 国立全北大学校（韓国 ・韓国教育科学技術部より３人）

・平成21年８月18日 国立全南大学校（韓国）より２人

・平成21年11月16日 オーストラリア大学質保証機構（ ）より１人AUQA
（在日オーストラリア大使館より随行１人）

・平成22年２月22日 オーストラリア政府教育・雇用・職場関係省（ ）より１人DEEWR
（在日オーストラリア大使館より随行２人）

・平成22年３月25日 上海交通大学（中国）より３人
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参考図表等

○ 第1回日中韓質保証機関協議会（平成22年３月４日）

（左から）川口理事，韓国教育科学技術部 氏，德永高等教育局長，Lee Ju Hui
韓国 大学評価院長 氏，平野機構長，中国 主任 氏，KCUE Lee Young ho HEEC Ji Ping
中国教育部高等教育司評価処副処長 氏， 副主任 氏Ma Jie HEEC Wang Zhanjun

○ インフォメーション・パッケージに関する国際ワークショップ（平成22年３月２日）

（左）基調講演の 氏（ユネスコ改革，革新及び質保証部長）Stamenka Uvalic-Trumbic
（右）ワークショップの様子
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○ 日中韓質保証機関連携の背景，協議会の概要，今後の取組
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Ⅳ 財務内容の改善に関する事項（中期目標）

１ 予算の適正かつ効率的な執行

予算の執行に関して，適正かつ効率的に執行する仕組みの構築を図る。

２ 固定的経費の削減

管理業務の節減を行うとともに，効率的な施設運営を行うこと等により固定的経費

の節減を図る。

実施状況

【予算の適正かつ効率的な執行】

１ 適正な事業別予算管理

（１）セグメント区分の設定

業務の説明責任の観点から，業務別に適正な予算管理を行うため，業務ごとのセグメント

情報を開示した。セグメント区分及びセグメント情報は次のとおりである。

【セグメント区分】 【セグメント情報】

・大学評価事業 ・事業費用

国立大学法人評価事業等 事務費

機関別認証評価事業 一般管理費

分野別認証評価事業 ・事業収益

・学位授与事業 運営費交付金収益

・その他の事業 手数料収入

・法人共通 その他収入

・事業損益

・総資産額

（２）予算の執行管理

予算が業務別に計画どおり適正に執行されているかを四半期毎にモニタリングを行い，効

率的な執行に努めた。また，平成20年度に引き続き，財務会計システムにより，各事業を担

当する部門においても，評価手数料収入及び学位審査手数料収入に係る経費の執行状況を確

認すること等，財源別財務情報の把握及びコスト管理の徹底に努めた。

２ 適正な資金計画

預金残高に不足が生じないように，収入予定時期及び支出予定時期を把握し適正な資金計画

を策定するとともに，日々，預金残高の確認を行った。

３ 監査の実施

， ，内部会計監査については 独立行政法人大学評価・学位授与機構内部会計監査規則に基づき
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機構における予算執行及び会計処理の適正を期すことを目的として，平成21年11月17日から19

日の３日間にわたり実施した。科学研究費補助金の内部会計監査についても，平成21年11月４

日に実施し，適正な使用確保に努めた。監事監査については，独立行政法人監事監査規則及び

監事監査計画に基づき，機構業務の総合的な運営の改善に資することを目的として，平成20年

度財務諸表及び業務実績報告書に対する意見聴取を平成21年６月に実施し，また，研究機関に

おける公的研究費の適正な執行等の調査結果報告及び平成21年度９月末時点における契約（随

意契約の見直し状況 ，資産（宿舎）の状況並びに平成21年度運営費交付金執行状況等につい）

て意見聴取を平成21年12月25日に実施し，監査機能の充実を図った。また，平成20年度に引き

続き，監査法人と監査契約を締結し，内部統制の強化を図ることにより，財務の状況に関する

監査を充実させ，厳格な会計処理を行った。

また，研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則に基づき，不正行為防止委員会

を平成21年10月８日と10月27日に開催した。

平成21年度設置の契約監視委員会を平成22年１月21日と３月16日に開催し，契約に関する点

検を行った。

【固定的経費の削減】

光熱水道料，消耗品費，印刷製本費，通信運搬費といった固定的経費について，業務運営を

適宜見直すことにより，削減を行った。具体的には，光熱水道料は空調温度設定の徹底等によ

り3,765,796円，消耗品費はペーパーレス化の推進等により20,301,810円，印刷製本費は報告

書発行部数の見直し等により51,605円，通信運搬費は連絡手段として電子メールを活用するこ

と等により973,573円の削減を行った。

参考図表等

○ 独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則

http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/kousen_segment.pdf
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Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）

１ 予算 別紙１のとおり

２ 収支計画 別紙２のとおり

３ 資金計画 別紙３のとおり

４ 人件費の削減

国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員給与の必要な見直しを行う。

また，その影響額等も見通した上で，平成２１年度の常勤役職員に係る人件

費を平成１７年度に比べて概ね４％以上削減する。

実施状況

１ 予算 別紙１のとおり

２ 収支計画 別紙２のとおり

３ 資金計画 別紙３のとおり

４ 人件費の削減

平成21年度の常勤職員に係る人件費を平成17年度に比べて４％以上削減する人事計画を立案

し，実行した。

具体的には，評価サイクル等を考慮しつつ，事務系職員数を削減し，平成20年度削減率以上

の人件費を抑制した。

なお，事業計画等に基づき，平成21年度において機関別認証評価の実施校数が前年度に比べ

増加（15校から38校）した評価第１課など，業務量が増大する部署においては，配置換等によ

り職員を増員したが，局所的な負担が軽減されたことにより，職員一人あたり平均の超過勤務

時間数は平成20年度に比べて17％縮減された。

参考図表等

事務系職員数については 「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置，

２ 各事業の業務量の変動に伴い，必要に応じて組織の見直しを行うとともに，人員の適正配置

を実施する 」に前掲。。

○ 総人件費の取組状況
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○ 年間超過勤務時間数
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Ⅳ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額 ６億円

２ 短期借入金を必要とする事態としては，運営費交付金の受入れに遅延が生じた場

合，予定していない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想

定される。

短期借入を実施していないため，該当無し。
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Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画

小平第二住宅については，入居者が５割を下回り，その改善の見込みがない場合に

は，国の資産債務改革の趣旨を踏まえ，売却等の措置を検討する。

年間平均で96.2％の入居率であったため，該当無し。
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Ⅵ 剰余金の使途

機構の決算において，剰余金が発生したときは，評価業務，学位授与業務，調査研

究業務及び情報収集・整理・提供業務の充実に充てる。

剰余金が発生しなかったため，該当無し。
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Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１） 方針

① 業務運営の効率化を推進し，業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築すると

ともに，人事交流により幅広い人材の確保を図り，職員の計画的かつ適正な配置を

行う。

実施状況

【柔軟な組織体制の構築】

評価事業部の業務量の変動に伴い，評価企画・国際課を２係体制から３係体制に，評価第１課

を３係体制から４係体制に，評価第２課を８係体制から４係体制に改組した。

年度当初の評価事業部の人員配置については，評価第２課から28人，法科大学院評価課から４

人を減員し，業務量が増大となる評価企画・国際課に５人，評価第１課に14人の増員を行った。

【人事交流による幅広い人材の確保】

年度当初の他機関との人事交流は，課長補佐以下の職員について51機関（67人）と実施し，組

織の活性化と機構の業務に即応できる人材を確保することができた。また，業務の継続性等を勘

案した新規採用職員については，平成21年８月及び10月に国立大学法人等職員採用試験合格者か

ら４人を採用した。

参考図表等

係体制及び人員配置については 「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置，

２ 各事業の業務量の変動に伴い，必要に応じて組織の見直しを行うとともに，人員の適正配置

を実施する 」に前掲。。

人事交流の状況（平成21年度当初）

国立大学法人 49大学（65人）

独立行政法人 ２機関（２人）
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Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１） 方針

② 特に事務系職員には，専門的な能力の向上を図るため，実践的研修を実施すると

ともに専門的研修事業の活用を行う。

実施状況

機構において実践的研修を実施するとともに，外部機関が実施している専門的研修に事務系職

員を積極的に参加させ，職員の資質及び能力の向上を図った。

① 実践的研修等（機構実施）

・情報セキュリティに関する説明会（採用者及び人事交流者を対象に平成21年４月に実施）

・評価事業に関する研修（全職員を対象に平成21年４月及び５月に実施）

・パソコン研修（全職員を対象に情報システム統一研修の - を利用した -ラーニCD ROM e
ングを四半期毎に実施）

・英会話研修（事務系職員を対象に，英会話学校に週２回通学する研修を平成21年11月から

平成22年３月に実施）

・メンタルヘルス研修（全職員を対象に平成21年５月に実施）

・ハラスメント研修（全職員を対象に平成22年２月に実施）

② 専門的研修等（外部機関実施）

情報システム，財務，監査業務，個人情報保護，著作権制度等に関する研修等に参加（26

件の研修，講習，セミナーに延べ36人が参加）

③ 大学等実務研修（事務系職員１人を来年度７月末まで(平成21年８月～)派遣）

④ 文部科学省関係機関職員行政実務研修（事務系職員１人を平成22年３月まで(平成21年４

月～)派遣）

⑤ 海外派遣研修（事務系職員１人を平成22年１月に英国へ派遣）

参考図表等

○ 評価事業に関する研修の様子
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Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（２）人員に係る指標

常勤職員数（期限付職員を除く ）については，適宜，業務等を精査し，職員数。

の適正化に努める。

実施状況

平成21年度期初の常勤職員数 137人

平成21年度期末の常勤職員数 139人

平成21年度の事業計画等に従い，年度途中に人事交流及び新規採用を行ったことにより，年度

期初の常勤職員数から２人増となったが，法人化前の平成15年度時の職員定員数149人を上回ら

ないよう，適正な人員管理を行った。



（別紙１）

（単位：百万円）

区　　　　　分 備　考

収入 (a) (b) (b)-(a)

　運営費交付金 1,858 1,858 0

　大学等認証評価手数料 165 168 3
見込数に比べ申請校数が多かったことによるも
の

　学位授与審査等手数料 101 105 4
見込数に比べ申請者数が多かったことによるも
の

　その他 8 20 12

　寄附金 0 2 2

計 2,131 2,152 21

支出 (a) (b) (b)-(a)

　業務等経費 1,513 1,361 △ 152

　　うち　人件費（退職手当を除く） 880 798 △ 82

          物件費 569 493 △ 76 消耗品や印刷製本費の節約などによるもの

          退職手当 64 70 6

　大学等評価経費 165 168 3 申請校数増加に伴う業務量の増によるもの

  学位授与審査等経費 101 105 4 申請者数増加に伴う業務量の増によるもの

  一般管理費 352 344 △ 8

　　うち　人件費（退職手当を除く） 216 221 5

          物件費 136 116 △ 20 消耗品や印刷製本費の節約などによるもの

          退職手当 0 7 7

計 2,131 1,979 △ 152

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

平成21年度　予算

予　算　額 決　算　額 差引増△減額



（別紙２）

（単位：百万円）

区　　　　　別 備　考

費用の部 (a) 2,123 (b) 1,977 (b)-(a) △ 146

　経常費用 2,123 1,977 △ 146

　　業務等経費 1,481 1,270 △ 211

　　大学等評価経費 165 168 3

　　学位授与審査等経費 101 105 4

　　一般管理費 335 386 51

　　減価償却費 41 48 7

　財務費用 0 0 0

　

収益の部 2,123 1,977 △ 146

　運営費交付金収益 1,808 1,632 △ 176

　大学等認証評価手数料 165 168 3

　学位授与審査等手数料 101 105 4

  資産見返物品受贈額戻入 7 7 0

  資産見返運営費交付金戻入 34 41 7

  雑収入 8 23 15

純利益 0 0 0

総利益 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

予　算　額 決　算　額 差引増△減額

平成21年度　収支計画



（別紙３）

（単位：百万円）

区　　　　　別 備　考

資金支出 (a) 2,131 (b) 2,433 (b)-(a) 302

　業務活動による支出 2,082 2,371 289  

  投資活動による支出 49 61 12  

  財務活動による支出 0 1 1

　

  次期中期目標期間への繰越金 0 404 404

資金収入 2,131 2,159 28

  業務活動による収入 2,131 2,159 28

    運営費交付金による収入 1,858 1,858 0

    その他の収入 274 301 27

  投資活動による収入 0 0 0

  財務活動による収入 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しない。

平成21年度　資金計画

予　算　額 決　算　額 差引増△減額




